
静岡県地域福祉支援計画の中間見直し これまでの経緯と今後の予定

（１）中間見直しの概要

・本計画は計画期間の３年目に当たる令和５年度に中間見直しを行うこととしており、

このたび見直しを実施する。

・計画の骨格である基本理念や施策の方向は維持しつつ、現行計画策定後の状況変化や

関連計画の改定に伴い、新たな対応が求められる事項につき部分的な見直しを行う。

（２）見直し体制

ア 静岡県地域福祉支援計画評価委員会

所掌事務：支援計画の評価、進捗管理、中間見直し

委員構成：外部有識者 計 11 名（現行計画の策定委員会委員から選出）

イ 静岡県地域福祉支援計画策定・推進本部

所掌事務：支援計画の策定及び推進

委員構成：本部長（健康福祉部長）、本部員（各部の関係局長等） 計 23 名

（３）これまでの経緯と今後の予定

日程
静岡県地域福祉支援計画

評価委員会

静岡県地域福祉支援計画

策定本部
備考

Ｒ５.

２.７

◇Ｒ４ 第１回評価委員会

・評価委員会の設置

・Ｒ４進捗評価

・数値目標の変更

・中間見直しの方向性

Ｒ５.

９.12

◆Ｒ５ 第 1回評価委員会

・Ｒ５進捗評価

・中間見直し 骨子案

・成果指標の見直し

11 月 ◇Ｒ５ 第 1回策定本部

・評価委員会等の意見を踏まえた

中間見直し素案の検討

12.21 ◆第２回 評価委員会

・中間見直し素案の審議

～1月末 （ パブリックコメント ）

Ｒ６.

２月

◆第３回 評価委員会

・中間見直し最終案の審議

３月
◇第２回 策定本部

・中間見直し最終案の審議

３月末 【 静岡県地域福祉支援計画の中間見直し 成案 】
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